
 

船舶事故調査報告書 

令和３年４月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１０月４日 ００時３０分ごろ 

発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港東方沖 

富
とん

田
だ

灯台から真方位０９２°３７.４海里付近 

 （概位 北緯３２°０２.６′ 東経１３２°１４.１′） 

事故の概要 ばら積貨物船SAKURA
サ ク ラ

は漂泊中、漁船大久
おおひさ

丸は、北東進中、両船が衝

突した。 

事故調査の経過 令和２年１０月６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ばら積貨物船 SAKURA、１１３,９９０トン 

   １４２７８３、喜多浦海運株式会社（船舶所有者）、日本郵船

株式会社（運航者） 

Ｂ 漁船 大久丸、１９トン 

ＫＯ２－６８６２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（日本発給） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍）、締約国資格受有者承認証 二

等航海士（日本発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

  甲板員Ｂ、一級小型（免許証失効中） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１９人（フィリピン共和国籍）が

乗り組み、法定灯火を表示し、航海士Ａが船橋当直につき、船首を北

東方に向け、大分県大分市大分港への入港待機を目的として漂泊して

いた。 

 航海士Ａは、レーダーで右舷船尾方から接近するＢ船を認めたもの

の、大型船である本船を見物する目的で接近しているものと思い、在

橋して漂泊を続けていたところ、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の左舷船首

部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか７人（日本国籍１人及びインドネ

シア共和国籍６人）が乗り組み、甲板員Ｂが船橋当直につき、法定灯

火を表示し、レーダーを作動させ、約１０ノットの対地速力で自動操



 

舵により北東進していた。 

甲板員Ｂは、椅子に腰を掛けて見張りを行っていたところ、周囲に

他船を見かけなくなって眠気を催し、いつしか居眠りに陥り、衝撃を

感じて目覚め、Ｂ船とＡ船が衝突したことを知った。 

分析  

 

 Ａ船は、漂泊中、航海士Ａが右舷船尾方からＡ船に向かってくるＢ

船を視認したものの、大型船であるＡ船を見物する目的で接近してい

るものと思い漂泊を続けていたことから、そのままＡ船に向かってき

たＢ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、北東進中、船橋当直中の甲板員Ｂが居眠りに陥り、前路で

漂泊中のＡ船に向かって航行を続けたことから、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

 甲板員Ｂは、自動操舵として椅子に腰を掛けた姿勢で当直に当たっ

ていたこと及び周囲に他船を見かけなかったことから、気が緩んで覚

醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が北東進中、航海士Ａが、右

舷船尾方からＡ船に向かってくるＢ船がＡ船を見物する目的で接近し

ているものと思い、漂泊を続け、また、甲板員Ｂが居眠りに陥り、前

路で漂泊中のＡ船に向かって航行を続けたため、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漂泊中に接近する他船を認めた場合、他船の動静に予断を持つこ

となく動静監視を行い、余裕のある時機に汽笛を吹鳴するなど注

意喚起を行うこと。 

 ・航行中、椅子に座って航海当直を行っていた際に眠気を催した場

合、立ち上がって操船したり、手動操舵に切り替えたり、外気に

当たったりするなどして居眠り運航を防止する措置をとること。 

 


